
現況登録情報反映依頼について（更新登録・変更届）のみ 

 

 本システムでは、「新規登録」を本システムで行った場合、それ以降の「更新登録」「変更届」の入力に

おいては、本システムに登録されたデータが現況情報として自動反映されます。 

 しかしながら、「更新登録」「変更届」で初めて本システムを利用する場合等においては、本システムに

自動反映すべきデータが存在しないため、現況情報は空欄となります。 

 この場合、「現況登録情報反映依頼」を当協会に提出することで、現況情報を反映させることが可能です。 

 入力ミス等で書類の差し戻しが多いため、「現況登録情報反映依頼」されることをお願いしています。 

 

操作手順 

①利用者登録（アカウント作成） 

建築士情報登録受付システムより利用者登録（アカウント作成）をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



②「現況登録情報反映依頼書」のダウンロード 

協会ホームページより、「事務所登録・業務報告書」をクリック、「No15 現況登録情報反映依頼書」

をクリックして書類をダウンロードします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



③「現況登録情報反映依頼書」をアップロード 

「現況登録情報反映依頼書」を記入後、「建築士事務所受付システム」の「基本情報設定」をクリッ

ク、「アップロード」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④アップロードする書類を選択 

「現況登録情報反映依頼書」をＰＤＦファイルにしたものを選択して、アップロードしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「建築士事務所登録受付システム」上の説明では、ZIP 形式でのアップロードや「現況登録情報反映依

頼書」以外の書類を求めていますが、当協会では必要ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑤「現況登録情報反映依頼を提出」をクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥最新データの反映 

当協会にて依頼が受理され、依頼内容に問題が無ければ、以下の画面に最新のデータが反映されま

す。 

・更新登録：更新登録の入力欄に情報が反映されます。 

・変更届：変更届の入力欄（変更前情報）に情報が反映されます。 

※いずれも「未提出」または「差し戻し」のステータス時（申請・提出が編集可能状態にあるとき）

に反映されます。その際、以下のようにデータ更新のメッセージが表示されます。 

 
 

⑦更新登録・変更届の提出 

 


